
ニュース

３ 吉岡町役場 ☎54̶3111（代表）

２
月
28
日
㊋
ま
で
に
申
請
を

物
価
高
騰
対
策
農
業
者
支
援
金

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
る
原
油
価
格
、生
産

資
材
な
ど
の
高
騰
に
よ
り
甚
大
な

影
響
を
受
け
て
い
る
農
業
者
の
支

援
を
行
う
た
め
、支
援
金
を
交
付

し
て
い
ま
す
。

▼
対
象（
次
の
全
て
に
該
当
す
る

事
業
主
ま
た
は
法
人
）

●
令
和
４
年
４
月
１
日
時
点
で
町

内
に
住
所
を
有
す
る
個
人
事
業

主
ま
た
は
町
内
に
主
た
る
事
業

所
を
置
く
法
人
で
あ
っ
て
、自
ら

農
畜
産
物
を
生
産
し
、か
つ
、令

和
３
年
分
の
農
畜
産
物
販
売
金

額（
仕
入
れ
販
売
金
額
を
除
く
）

が
50
万
円
以
上
で
あ
る
こ
と

●
支
援
金
の
交
付
を
受
け
た
後
も

町
内
に
お
い
て
農
業
経
営
を
継

続
す
る
意
思
を
有
す
る
こ
と

●
町
税
な
ど
の
滞
納
が
な
い
こ
と

●
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
若
し

く
は
当
該
暴
力
団
員
と
密
接
な

関
係
を
有
し
な
い
こ
と

▼
支
援
金
額

認
定
農
業
者

10
万
円

認
定
農
業
者
以
外
の
農
業
者

５
万
円

▼
申
請
方
法

申
請
書
に
必
要
書
類
を
添
付

し
、提
出
し
て
く
だ
さ
い
。申
請
書

は
、農
業
振
興
室
窓
口
で
受
け
取

る
か
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

□
交
付
申
請
書
兼
請
求
書

□
令
和
３
年
分
の
所
得
税
及
び
復

興
特
別
所
得
税
の
申
告
書
Ｂ
第

一
表
の
控
え
の
写
し
ま
た
は
令

和
４
年
度
町
県
民
税
申
告
書
の

控
え
の
写
し（
法
人
に
あ
っ
て

は
、直
近
の
決
算
書
の
写
し
）

□
令
和
３
年
分
の
所
得
税
青
色
申

告
決
算
書（
農
業
所
得
用
）の
控

え
の
写
し
ま
た
は
令
和
３
年
分

の
収
支
内
訳
書（
農
業
所
得
用
）

の
控
え
の
写
し

□
通
帳
な
ど（
振
込
先
が
わ
か
る

も
の
）の
写
し

▼
申
請
期
限

２
月
28
日
㊋

▼
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

産
業
観
光
課
農
業
振
興
室

☎
26
・
２
２
８
１（
直
通
）

まちの鳥

問い合わせ先 健康子育て課 健康づくり室　☎54-7744（直通）

新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ
接種は令和５年３月31日までです（１月現在）。接種を希望する場合は、お早めに予約してください。

初回接種（１～２回接種）が完了していない満12歳以上の人や、6カ月から4歳までの乳幼児の接種も受け付けています。
詳しくは町コールセンターまでお問い合わせください。

予約方法

▲県デジタル窓口はこちら

●「おまかせ予約申請書」を保健センターへ郵送
●町コールセンターへ電話予約　☎050-5445-3744（9:00～19:00、㊏・㊐・㊗も受け付け可）
●LINEで群馬県デジタル窓口を友だち追加して予約

オミクロン株対応ワクチン
　（ファイザー社／モデルナ社）
　　前回接種から3カ月以上あけてください。
ノババックスワクチン（武田社）
　　前回接種から６カ月以上あけてください。

※過去に接種した回数に関わらず、１回接種となります。

追加接種（12歳以上）※３回目以降

●初回接種（小児用ファイザー社製ワクチン）
　3週間以上の間隔をあけて、２回接種します。
●追加接種（小児用ファイザー社製ワクチン）
　初回接種完了から5カ月以上の間隔をあけて、
　１回接種します。
※初回接種完了後12歳になった場合は、12歳以上用ワ
クチンを接種します。

５歳～１１歳

今月の納税今月の納税

コンビニエンスストア、ＬＩＮＥ Ｐａｙ、ＰａｙＰａｙ
でも納付できます。また、便利で確実な

口座振替もご利用ください。

国民健康保険税
介護保険料　　　…８期
後期高齢者医療保険料
納期限 ２月28日㊋



町政ニュース

申
請
・
受
け
取
り
は
お
済
み
で
す
か
？

2023. ２ ４https://www.town.yoshioka.gunma.jp/

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
申
請
・
受
け
取
り
臨
時
窓
口
お
よ
び

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
申
請
支
援
ブ
ー
ス
を
開
設
し
ま
す

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
付
与
対
象
と

な
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申

請
期
限
が
２
月
末
ま
で
に
延
長
に

な
り
ま
し
た
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申

請
・
受
け
取
り
の
た
め
の
臨
時
窓

口
を
開
設
し
ま
す
。併
せ
て
、マ
イ

ナ
ポ
イ
ン
ト
申
請
支
援
ブ
ー
ス
も

開
設
し
ま
す
。こ
の
機
会
に
ぜ
ひ

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
申
請
期
限

は
、国
が
決
定
し
次
第
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

▼
開
設
日
時

２
月
25
日
㊏
午
前
９
時
〜
正
午

２
月
26
日
㊐
午
後
１
時
〜
４
時

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
・

受
け
取
り
・
暗
証
番
号
の
再
設
定

住
民
環
境
室
窓
口
で
行
い
ま

す
。申
請
・
受
け
取
り
に
必
要
な

書
類
な
ど
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

ま
た
は
広
報
よ
し
お
か
12
月
号

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請

か
ら
受
け
取
り
ま
で
約
１
〜
２
カ

月
か
か
り
ま
す
。申
請
当
日
は
発

行
で
き
ま
せ
ん
。

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
申
請

役
場
１
階
の
特
設
ブ
ー
ス
で
行

い
ま
す
。

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

●
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

●
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
取
得
時

に
設
定
し
た
数
字
４
桁
の
パ
ス

ワ
ー
ド（
利
用
者
証
明
用
電
子

証
明
書
）

●
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
サ
ー
ビ

ス
Ⅰ
Ｄ

●
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
コ
ー
ド

※
対
応
し
て
い
な
い
決
済
サ
ー
ビ

ス
も
あ
り
ま
す
。

※
決
済
サ
ー
ビ
ス
に
よ
っ
て
は
申

請
に
あ
た
っ
て
事
前
登
録
が
必
要

な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
公
金
受
取
口
座
の
情
報
が
わ
か

る
も
の

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
申
請
、受
け
取
り

お
よ
び
証
明
発
行
延
長
サ
ー
ビ
ス

▼
期
日

２
月
６
日
㊊
、20
日
㊊
、３
月
６
日
㊊

▼
時
間

〜
午
後
７
時
30
分

▼
場
所

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
・

受
け
取
り
お
よ
び
諸
証
明
書
の
発
行

住
民
環
境
室
窓
口

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
申
請

企
画
室
窓
口

▼
問
い
合
わ
せ
先

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
・

受
け
取
り
お
よ
び
諸
証
明
書
の
発
行

住
民
課

住
民
環
境
室

☎
26
・
２
２
４
４（
直
通
）

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
申
請

企
画
財
政
課

企
画
室

☎
26
・
２
２
４
１（
直
通
）

よしおかほっとメール
　登録すると、スマホやパソコンに防災・防犯情報や
くらしの情報などが配信されます。 登録はこちら

「ｄ」ボタン
テレビリモコン

https://service.sugumail.com/yoshioka/
URL 

　データ放送を通じて、気象
情報や、町が発信する防災情
報などを見ることができます。
　また、群馬テレビのデータ放
送では、町からのお知らせなど
も掲載しています。

問い合わせ先　総務課 協働安全室　☎26-2243（直通）

よし
登録す
くらしの

https:/
URL 

雪の季節で
す！

情報の入手
方法の

確認を

URLを入力または二次元バーコードを読み取ってください。

まちの木

▲町ホームページ
（マイナンバーカー
ドの申請・交付につ
いて）はこちら

▼町ホームページ
（マイナポイントに
ついて）はこちら



町政ニュース

５ 吉岡町役場 ☎54̶3111（代表）

特
別
支
援
学
校
に
在
学
す
る
児
童
・
生
徒
へ

お
出
か
け
や
通
院
に
ご
利
用
く
だ
さ
い

就
学
援
助
費
を
支
給

タ
ク
シ
ー
運
賃
を
助
成

▼
対
象

町
に
住
所
を
有
し
、令
和
４
年

度
に
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
、

中
学
部
に
在
学
し
て
い
る
児
童
・

生
徒
の
保
護
者

※
対
象
者
に
は
通
知
と
申
請
書
を

郵
送
し
ま
し
た
。

※
一
定
期
間
の
入
院
加
療
な
ど
の

在
学
は
対
象
外
で
す
。

▼
支
給
年
額

１
５
，０
０
０
円

※
異
動
な
ど
が
あ
る
場
合
は
月
割

り
で
支
給
し
ま
す
。

タ
ク
シ
ー
を
利
用
し
た
際
に
支

払
う
運
賃
な
ど
の
一
部
を
助
成
し

ま
す
。

▼
対
象

町
に
住
所
を
有
し
、申

請
時
に
お
い
て
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
人

①
年
齢
満
70
歳
以
上
の
人

②
年
齢
満
19
歳
以
上
で
運
転
免
許

を
持
た
な
い
人

③
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
、精

神
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
、療
育

手
帳
Ａ
の
い
ず
れ
か
の
所
持
者

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

□
申
請
書（
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。）

□
申
請
者
の
本
人
確
認
書
類

□
手
帳（
対
象
③
に
該
当
す
る
場

合
）

※
即
日
交
付
は
で
き
ま
せ
ん
。時

間
に
余
裕
を
も
っ
て
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

次
の
書
類
を
郵
送
ま
た
は
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。

□
申
請
書（
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
）

□
在
学
証
明
書（
在
学
校
で
取
得

し
て
く
だ
さ
い
）

▼
申
請
期
限

２
月
28
日
㊋

▼
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

教
育
委
員
会
事
務
局
学
校
教
育
室

☎
26
・
２
２
８
６(

直
通)

▼
助
成
内
容

１
枚
５
０
０
円
相
当
の
利
用
助
成

券
を
、年
間
最
大
72
枚
交
付

※
申
請
日
に
応
じ
て
一
括
し
て
交

付
し
ま
す
。

▼
利
用
方
法

タ
ク
シ
ー
に
乗
車
し
た
際
の
運

賃
の
支
払
い
に
、助
成
券
を
利
用

で
き
ま
す
。利
用
で
き
る
枚
数
は
、

一
人
で
乗
車
し
た
場
合
は
２
枚
ま

で
、利
用
券
所
有
者
が
複
数
人
で

乗
車
し
た
場
合
は
一
人
に
つ
き
１

枚
ま
で
で
す
。

※
乗
車
地
・
目
的
地
の
両
方
ま
た

は
い
ず
れ
か
が
町
内
で
あ
る
場
合

に
限
り
利
用
で
き
ま
す
。

※
町
と
契
約
を
締
結
し
た
タ
ク
シ
ー

事
業
者
の
み
で
利
用
で
き
ま
す
。

▼
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

企
画
財
政
課
企
画
室

☎
26
・
２
２
４
１（
直
通
）

まちの鳥

▶問い合わせ先
産業観光課 産業振興室　☎26-２２８０（直通）

　町観光ホームページでは、「観光」「文化財」「食
事」「特産品」「宿泊」「イベント情報」の情報発信
を行っています。
　町の良いところをより多く発信するために、観光
に関する掲載情報を随時募集しています。ぐんま電
子申請受付システムで情報の提供を受け付けてい
ます。
※提供された情報が必ず掲載されるわけではありま
せん。

町観光ホームページで紹介する
観光事業者を募集しています！

▲町観光ホームページ
　はこちら

▲ぐんま電子申請受付
　システムはこちら

消防団員を
募集しています
　消防団は、消火活動の
みならず、自然災害時にお
ける活動など、地域で非常
に重要な役割を担ってい
ます。そのほかにも、防災
訓練や火災対応訓練への
参加など、消防力・防災力
の向上に大きな役割を果
たしています。
　消防団員は全国的に減
少傾向にあり、吉岡町も例
外ではありません。地域の
安全・安心を守るため、消
防団への入団をご検討く
ださい。興味のある人はお
気軽にお問い合わせくだ
さい。

▶対象　18歳以上の町内
在住者または在勤者

▶問い合わせ先
総務課 協働安全室
☎26-２２４３（直通）

まちの花

町政ニュース

教育委員会定例会の傍聴

▼問い合わせ先
教育委員会事務局 教育総務室　☎26-2285（直通）

●日時　２月22日㊌9：00～
●場所　町文化センター２階研修室
●定員　先着８人
※当日直接会場へお越しください。




